
様式第６号の３（第１４条、第１８条関係） 

牛久市生涯学習センター施設備品使用取消・使用料還付申請書 

申 込 日 年  月  日 許 可 日 年  月  日 許可 第  ―   号 

         殿 

 牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則第１４条及び第１８条の規定により下記のとおり申請

します。 

申 

請 

者 

住所(〒  ―   ) 

 

代表者氏名 

 

団体名(法人名) 

 

電話番号 

 

使用期間 

年  月  日( )から   年  月  日( )まで 

使用場所 

 

取消理由  

使   

用   

備   

品 

施

設 
備品名 単位 貸出単位 単価 数量 回数 基本使用料 

中
央
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

□ 陶芸窯 1工程 ７日以内 5,500円       

□ 屋外用 机 1台 ５日以内 120円       

□ 屋外用椅子 1脚 ５日以内 120円       

□ 暗幕大 1枚 ５日以内 550円       

□ 暗幕小 1枚 ５日以内 550円       

□ 屋外用紅白幕 1枚 ５日以内 550円       

□ 室内用紅白幕 1枚 ５日以内 550円       

□ 展示用パネル 1枚 ５日以内 340円       

□ スクリーン 1面 ３日以内 550円    

□ キャンプ用大鍋 1個 ５日以内 230円    

□ 拡声器(マイク) 1台 １日以内 550円       

□ テレビデオ 1台 １日以内 550円      

□プロジェクター 1台 １日以内 2,200円      

□ ピアノ(多目的ホール) 1台 １日以内 2,200円      

三
日
月
橋 

□ 展示用パネル 1枚 ５日以内 340円      

□ スクリーン 1面 ３日以内 550円     

□ 拡声器(マイク) 1台 １日以内 550円      

奥
野 

□ 陶芸窯 1工程 ７日以内 5,500円     

□ 展示用パネル 1枚 ５日以内 340円     

□ スクリーン 1面 ３日以内 550円     

□ 拡声器(マイク) 1台 １日以内 550円      

エ
ス
カ
ー
ド 

□ プロジェクター 1台 施設に同じ 990円     

□ スクリーン 1面 施設に同じ 450円     

□ ピアノ（スタジオ） 1台 施設に同じ 2,200円     

＊
使
用
料
基
礎 

区  分 十万 万 千 百 十 一 円 ＊還付条件 ＊還付率 

既納使用料         円 □ 使用日まで 

□ 使用日当日 

□  100％ 

□   0％ 

取消後使用料            円 

差引使用料            円 

＊
備   

考 

  

決   

裁 

教育長 教育部長 次長 課長 補佐 所長 リーダー 担当 受付日 

              受付者 

／ 

＊印の箇所は記載しないでください。 


